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粗大ごみ（有料シール）

《出し方のポイント》
○ 粗大ごみについては、「一般ごみ袋」（指定有料袋）に入らないものを処分す
るときに貼って出してください。（長いものは３ｍ以内（できるだけ持ち運べ
る大きさ）に切断し、ひもで束ね、重さ大人２人で運べる程度のもの）

自転車 乗用車のタイヤ
（４本一組をひもでしばる）

机・いす

大きな端材
（３m以内に切断し(できる
だけ持ち運べる大きさ)にヒ
モで束ねる）

布　団 シュレッダーごみ
（大量の６㎝未満のシュレッ
ダーごみ）
※ 「一般ごみ」（有料）の袋
に入れて排出も可

家具類

〈参　　考〉
家　具・
ベット等

一組のものが複数に分かれる場合
はひとつにしばりシール１枚貼付

・上下ふたつに分かれる茶だんす等
・骨組み金具・マットをひとつにしばる

布　　団
一組を十文字にひもでしばりシー
ル１枚貼付

・敷布団、掛け布団、ひとまとめにし、
十文字にひもでしばる

６㎝未満の
シュレッダー

ごみ

一般ごみ袋または、透明な袋に粗
大ごみシールを１枚貼付し排出

６㎝以上のシュレッダーごみは資源ごみ

※ 　大型の粗大ごみにつきましては、排出した日の午後３時以降の収集となる場合
がありますのでご了承ください。


